
平成１９年１１月２１日号（第６１号）

11月14日から11月20日までの犯罪認知状況

この１週間で４４件の被害届を受理しました。主な被害状況は次のとおりです。

１ 主な犯罪認知状況
罪 種 件 数 被 害 場 所

０件自動車盗難
５件 東深井、西深井、駒木台、野々下４丁目・６丁目

街
オートバイ盗

東深井、西深井、こうのす台、南流山２丁目、
頭
車上ねらい ６件

野々下３丁目、鰭ヶ崎
犯

１件 三輪野山１丁目（ナンバー）
罪
部品ねらい

０件傷害
（１５日・ガラス割り (１５日・手口不明）集合 大字流山 、美原１丁目）

戸建侵
空き巣 ２件

０件入 忍び込み
（１６日・無締まり）犯 居空き １件 駒木台
（店舗）罪 出店荒らし等 １件 鰭ヶ崎

（全て集合住宅）(住居侵入等) ３件 美原１丁目・３丁目、南流山３丁目
店舗等や駅の駐輪場からの被害が多くなっています。そ 自転車盗難 １１件

２件 車が狙われています。の 器物損壊
１２件 万引きや詐欺などの被害がありました。他 その他

!空き被害注意
江戸川台方面において、集合住宅を対象とした空き巣被害が

ありました。
侵入盗では防犯性の高い鍵の普及などにより「ピッキング」と呼

ばれる特殊な用具を使用した侵入手段は減少傾向にありますが 「ガ、

ラス破り 「無締まり」などの侵入手口は多く発生しています。」、

年末年始は、帰省や初詣などで家を空けがまたこれから迎える

ちです。侵入盗全体の約半数を空き巣が占めており、油断は禁
物です。
○ 留守を悟られないようにしましょう。

長期間家を空けるときは、新聞の配達を止め、郵便物は近所の方に預かってもら
いましょう。

○ 地域の協力で犯罪を無くしましょう。
留守宅をうかがう不審者を見かけたら、警察に通報してください。

流 山 警 察 署
℡０４－７１５９－０１１０（生活安全課 内線２６１）


